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第１編 総 論

第１章 村の責務、計画の位置づけ、構成等

村は、住民等の生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のた

めの措置を的確かつ迅速に実施するため、以下のとおり、村の責務を明らかにする

とともに、村の国民の保護に関する計画の趣旨、構成等について定める。

１ 村の責務及び村国民保護計画の位置づけ

(1) 村の責務

村（村長及びその他の執行機関をいう。以下同じ ）は、武力攻撃事態等におい。

て、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（以下「国民保

護法」という ）その他の法令、国民の保護に関する基本指針（平成17年3月閣議決。

定。以下「基本指針」という ）及び国民の保護に関する群馬県計画（以下「県国。

民保護計画」という ）を踏まえ、村の国民の保護に関する計画（以下「村国民保。

護計画」という ）に基づき、住民等の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自。

ら住民等の保護のための措置（以下「国民保護措置」という ）を的確かつ迅速に。

実施し、その区域において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。

(2) 村国民保護計画の位置づけ

村は、その責務にかんがみ、国民保護法第３５条の規定に基づき、村国民保護計

画を作成する。

(3) 村国民保護計画に定める事項

村国民保護計画においては、その区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関す

る事項、村が実施する国民保護措置に関する事項等国民保護法第３５条第２項各号

に掲げる事項について定める。

２ 村国民保護計画の対象

村国民保護計画では、村内に居住する人（外国人居住者を含む 、旅行やビジネ）

スなどで村内に滞在している人、村内を通過中の人など、昭和村内の全ての人を対

象とし 「住民等」という言葉で表現する。、
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３ 村国民保護計画の構成

村国民保護計画は、以下の各編により構成する。

第１編 総論

第２編 平素からの備えや予防

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４編 復旧等

第５編 緊急対処事態への対処

第６編 首都圏等への支援

資料編

４ 村国民保護計画の見直し、変更手続

(1) 村国民保護計画の見直し

村国民保護計画については、今後、国における国民保護措置に係る研究成果や新

たなシステムの構築、県国民保護計画の見直し、国民保護措置についての訓練の検

証結果等を踏まえ、不断の見直しを行う。

村国民保護計画の見直しに当たっては、村国民保護協議会の意見を尊重するとと

もに、広く関係者の意見を求めるものとする。

(2) 村国民保護計画の変更手続

村国民保護計画の変更に当たっては、計画作成時と同様、国民保護法第３９条第

３項の規定に基づき、村国民保護協議会に諮問の上、知事に協議し、村議会に報告

し、公表するものとする。

ただし 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 以、 （

下「国民保護法施行令」という ）で定める軽微な変更については、村国民保護協。

議会への諮問及び知事への協議は要しない。
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第２章 国民保護措置に関する基本方針

村は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たり、特に留意すべき事項に

ついて、以下のとおり、国民保護措置に関する基本方針として定める。

(1) 基本的人権の尊重

村は、国民保護措置の実施に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権

利を尊重することとし、住民等の自由と権利に制限が加えられるときであっても、

その制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う。

(2) 住民等の権利利益の迅速な救済

村は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は
訴訟その他の住民等の権利利益の救済に係る手続を、できる限り迅速に処理するよ
う努める。

(3) 住民等に対する情報提供
村は、武力攻撃事態等においては、住民等に対し、国民保護措置に関する正確な
情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供する。

(4) 関係機関相互の連携協力の確保
村は、国、県、近隣市町村並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関と
平素から相互の連携体制の整備に努める。

(5) 住民等の協力

村は、国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めると

きは、住民等に対し、必要な援助について協力を要請する。この場合において、住

民等は、その自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。

また、村は、昭和村消防団（以下「消防団」という ）及び自主防災組織の充実。

・活性化、ボランティアへの支援に努める。

(6) 高齢者、障害者等への配慮

村は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要す

る者の保護について留意する。

また、村は、外国人居住者や旅行者に対しても、国民保護措置の実施について配

慮する。

(7) 国際人道法の的確な実施

村は、国民保護措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用さ

れる国際人道法の的確な実施を確保する。
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(8) 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重

、 、村は 指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置の実施方法については
指定公共機関及び指定地方公共機関が武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断
するものであることに留意する。

(9) 国民保護措置に従事する者等の安全の確保

村は、国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。

また、要請に応じて国民保護措置に協力する者に対しては、その内容に応じて安

全の確保に十分に配慮する。
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第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等

村は、国民保護措置の実施に当たり関係機関との円滑な連携を確保できるよう、

国民保護法における村の役割を確認するとともに、関係機関の連絡窓口をあらかじ

め把握しておく。

国民の保護に関する措置の仕組み国民の保護に関する措置の仕組み
国 （対策本部）

・警報の発令

県（対策本部） 　村（対策本部）

・警報の市町村への通知 ・警報の伝達 (サイレン等を使用)避
　
難

・避難住民の誘導
（避難実施要領の策定）
　消防等を指揮、警察・
自衛隊等に誘導を要請

・救援

是正

是正

・避難の指示
　（避難経路、交通手段等）

・救援に協力

・避難措置の指示
　（要避難地域、避難先地域等）

・救援の指示

・避難の指示の伝達指示

指示救

援

・食品、生活必需品等
の給与
・収容施設の供与
・医療の提供　　等

住
　
民
　
等
　
（協
　
力
）

指示
・武力攻撃災害の防御

・応急措置の実施 ・応急措置の実施
・大規模又は特殊な武力攻撃災害
（ＮＢＣ攻撃等）への対処

総合調整の要請

・武力攻撃災害への対処の指示
（消防庁長官による消防に関する指示）

・消防

措置の実施要請

総合調整の要請

措置の実施要請

総合調整総合調整・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

指示

・生活関連等施設の安全確保

武
力
攻
撃
災
害
へ
の

対
処

・国民生活の安定

指定公共機関
指定地方公共機関

・放送事業者による警報等の放送　　　　　　　　　・日本赤十字社による救援への協力

・運送事業者による住民・物資の運送　　　　　　　・電気・ガス等の安定的な供給

警戒区域の設定・退避の指示警戒区域の設定・退避の指示

・緊急通報の発令

国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携

※防災行政無線､公共ネットワーク、衛星通信等を活用するとともに､情報伝達システムの改善に向けた検討､整備に努める
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○村の事務又は業務の大綱

機関の名称 事務又は業務の大綱

１ 村国民保護計画の作成

２ 村国民保護協議会の設置、運営

３ 村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営

４ 組織の整備、訓練

５ 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民等の誘導、関係機関との調整その他の住民等

昭 和 村 の避難に関する措置の実施

６ 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置の実施

７ 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災

害への対処に関する措置の実施

８ 水の安定的な供給その他の住民等の生活の安定に関する措置の実施

９ 武力攻撃災害による被害の復旧に関する措置の実施

○ 関係機関の連絡先

関係指定公共機関等との連絡先については、資料編に記述する。
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第４章 村の地理的、社会的特徴

村は、国民保護措置を適切かつ迅速に実施するため、その地理的、社会的特徴

等について確認することとし、以下のとおり、国民保護措置の実施に当たり考慮

しておくべき村の地理的、社会的特徴等について定める。

(1) 地形

村は、群馬県の北東部に位置し、東は沼田市利根町、西は利根川、北は片品川を隔

、 。 、 ，てて沼田市に接し 南は渋川市赤城町に隣接している 標高は 海抜２６０ｍから１

４６１ｍとなっており、５００ｍから８００ｍ付近まで緩い傾斜をなし、赤城高原を

形成している。また、北東から流下する片品川は、北西からの利根川に合流し南西へ

進み、関東平野へと流れ出ている。
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(2) 気候

村においては、一年を通じて比較的降水量が少なく、夏冬、昼夜の寒暖差の大きい

気候を有する。気温は平均１１．６℃、最低は１月下旬から２月上旬にかけて－５℃

～－１０℃まで下がる。また、７月下旬から８月上旬にかけて３０℃以上を示し、初

。 、 、雪は１１月下旬に降ることもある 晩霜は５月下旬まであり 根雪は４か月におよび

４月上旬まで春雪を見ることがある。

(3) 人口分布

人口は、利根川・片品川沿いの下段部に多く、とりわけ森下地区、糸井地区に多く

分布している。上段部は畑作地帯となっており、人口は分散しているが、赤城原地区

においては増加している。

(4) 道路の位置等

道路は、村の西部を関越自動車道が縦断している。南北の幹線道路としては、県道

下久屋渋川線、県道沼田赤城線、村道永井中野線、利根沼田望郷ラインが走り、東西

の連絡道路としては村道古宮追分線、村道森下赤城原線（昭和ＩＣに接続 、村道桂）

坂板戸線等が整備されている。



- 9 -

第５章 村国民保護計画が対象とする事態

村国民保護計画においては、以下のとおり県国民保護計画において想定されてい

る武力攻撃事態及び緊急対処事態を対象とする。

１ 武力攻撃事態

村国民保護計画においては、武力攻撃事態として、県国民保護計画において想定さ

れている事態を対象とする。

なお、県国民保護計画においては、以下に掲げる４類型の順で、発生の可能性が高

いと想定している。

① ゲリラや特殊部隊による攻撃

首都東京に近接する昭和村は、首都の警備を錯乱させるため、ゲリラや特殊部隊

による攻撃が考えられる。

警察、自衛隊になどによる監視活動などにより、その兆候の早期発見に努めるこ

ととなるが、ゲリラや特殊部隊もあらゆる手段を使用してその行動を秘匿すること

が考えられる。

このため、事前にその活動を予測あるいは察知することができず、突発的に被害

が発生することが考えられる。

具体的には、村の行政庁舎、イベント施設、商業施設の爆破やＢＣＲ兵器による

攻撃、医院などの占拠、浄水場への毒物混入などが考えられる。

少人数のグループにより行われるため、使用可能な兵器や運搬できる爆薬の量も

限定され、被害の範囲は比較的狭い範囲に限定されるのが一般的だが、攻撃目標と

なる施設や設備の種類によっては火災の延焼や有害物質の流出など二次被害の発生

が想定されるとともに、気付かれずにＢＣＲ兵器が使用された場合や毒物が混入さ

れた場合、さらに占拠された建物が破壊された場合などによっては、被害が拡大す

ることも想定される。

② 弾道ミサイル攻撃

発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を特定するこ

。 、 、とは極めて困難である さらに 極めて短時間で我が国に着弾することが予想され

弾頭の種類（通常弾頭、ＮＢＣ弾頭）を着弾前に特定することは困難であるとと

もに、弾頭の種類に応じて被害の程度及び対応が大きく異なる。

村内の施設等が直接標的になる可能性は低いと考えられるが、弾道ミサイルの

命中精度が低い場合には、村内に着弾する可能性もある。通常弾頭の場合にはＮ

ＢＣ弾頭の場合と比較して被害は限定され家屋や施設などの破壊、火災の発生な

どが考えられる。

核弾頭の場合には、当初は主に核爆発に伴う熱線、爆風及び初期核放射線によ
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って、その後は、放射性降下物や中性子誘導放射能による残留放射線によって、

物質の燃焼、家屋や施設などの破壊や火災、放射性汚染の被害が発生すると考え

られる。

仮に核弾頭が村内に着弾しなかった場合でも気象条件によっては放射能汚染が

本村にまで拡散する可能性もある。

化学兵器弾頭の場合には、地形や気象条件の影響を受けて、風下方向に拡散して

人的な被害が発生すると考えられる。

③ 着上陸侵攻

海を持たない群馬県及び昭和村において、直接的な着上陸侵攻が行われる可能性

は低いと考えられる。

しかしながら、日本海側に着上陸侵攻が行われた場合、首都圏を目指す地上侵攻

部隊が村内を通過することが考えられ、戦闘が予想される地域の住民等を避難させ

ることが必要になる。

着上陸侵攻の場合、それに先立ち航空機や弾道ミサイルによる攻撃が実施され

る可能性が高く、爆弾、砲弾などによる家屋、施設や設備の破壊や火災の発生な

どが考えられ、有害物質などを取り扱う施設が破壊された場合には、二次被害の

発生も予想される。

④ 航空攻撃

村内の施設等が単独の航空攻撃の直接標的になることは極めて低いと考えられる

が、地上侵攻部隊が村内を通過するような事態が発生した場合、侵攻に先立って航

空攻撃が行われることも考えられる。

弾道ミサイル攻撃の場合に比べ、その兆候を察知することは比較的容易だが、航

空攻撃は作戦の目的が達成されるまで繰り返し行われることも考えられる。

２ 緊急対処事態

村国民保護計画においては、緊急対処事態として、県国民保護計画において想定さ

れている事態を対象とする。

(1) 攻撃対象施設等による分類

① 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃

行政庁舎・大量輸送機関の爆破、大規模集客等施設の爆破、学校・病院・行

政機関の占拠

(2) 攻撃手段による分類

① 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃

行政庁舎・大規模集客等施設に対するＢＣＲ兵器による攻撃、浄水場への毒

物混入
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第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等

第１ 村における組織・体制の整備

村は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護措置の実施に必要

な組織及び体制、職員の配置及び服務基準等の整備を図る必要があることから、以

下のとおり、各部局の平素の業務、職員の参集基準等について定める。

１ 村の各部課室における平素の業務

村の各部課室は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、その準備に係る業

務を行う。平素の業務については資料編に記述する。

２ 村職員の参集基準等

(1) 職員の迅速な参集体制の整備

村は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の初動対応

に万全を期するため、武力攻撃事態等に対処するために必要な職員が迅速に参集で

きる体制を整備する。

(2) ２４時間即応体制の確立

村は、武力攻撃等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに対応す

る必要があるため、利根沼田広域消防本部（以下「消防本部」という ）との連携。

を図りつつ当直等の強化を行うなど、速やかに村長及び国民保護担当職員に連絡が

取れる２４時間即応可能な体制を確保する。

① 村部局での対応充実

消防本部との連携を図りつつ、当直等の強化を図るなど、２４時間即応可能

な体制を整備し、初動時において迅速に連絡が取れる体制を確立するよう努め

る。

② 消防本部との連携強化

消防本部との連携を図り、２４時間即応可能な初動体制を確立するよう努め

る。

(3) 村の体制及び職員の参集基準等

村は、事態の状況に応じて適切な措置を講ずるため、下記の体制を整備するとと

もに、その参集基準を定める。

その際、村長の行う判断を常時補佐できる体制の整備に努める。
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① 村内で緊急事態が発生した場合の対応

村内で死傷者が発生したり、建物などが破壊されるような緊急事態が発生し

た場合、その原因が明らかになるまでには、時間がかかることもある。この場

合、原因が明らかになるまでの間、国民保護業務担当課は情報収集などに努め

ることとするが、被害の状況に応じて 「昭和村地域防災計画 （以下「村防災、 」

計画」という ）に基づく「昭和村災害対策本部 （以下「村災害対策本部」と。 」

いう ）又は「昭和村災害警戒本部 （以下「村災害警戒本部」という ）を設。 」 。

置して対応する。

その後、国において武力攻撃の認定が行われ、閣議に基づいて国民保護対策

本部設置の指定が通知 以下 本部設置指定 という されれば 直ちに 昭（ 「 」 。） 、 「

和村国民保護対策本部 （以下「村対策本部」という ）に移行して国民保護措」 。

置を実施する。

なお、本部設置指定前は 「昭和村国民保護準備本部 （以下「村準備本部」、 」

という ）を設置して、情報収集などを実施する。。

② 村外で武力攻撃が発生した場合の対応

日本国内で武力攻撃が発生し、国において事態認定が行われた場合でも、村

、「 」内で発生する可能性が低いと判断される場合は 昭和村国民保護情報連絡室

（以下「村情報連絡室」という ）を設置し、国民保護業務担当課で情報収集。

などを実施する。

しかし、村内でも武力攻撃が発生した場合や発生のおそれがあると認められ

る場合は、本部設置指定により、直ちに村対策本部を設置して国民保護措置を

実施する。

、 、 、 。なお 本部設置指定前は 村準備本部を設置して 情報収集などを実施する

【職員参集基準】

体 制 参 集 基 準

①村地域防災計画による体制 村地域防災計画による参集基準

②村国民保護情報連絡室体制 国民保護業務担当職員が参集

③村国民保護準備本部体制 全ての職員が村役場等に参集

④村国民保護対策本部体制 全ての職員が村役場等に参集
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【事態の状況に応じた初動体制の確立】

事態の状況 体 制 の 判 断 基 準 体制

原因が不明確な状況で発生した緊急事態 ①
（未確認情報等）

事態認定前
村地域防災計画による体制が適用できない場合

村内で緊急 （緊急事態の原因が武力攻撃であることが確実な場合 ③
事態が発生 など）

国民保護対策本部設置が閣議決定されていない場合 ③
事態認定後

国民保護対策本部設置の指定を受けた場合 ④

村外で武力攻撃が発生し、警報の通知を受けた場合 ②
村外で武力攻撃が発生
（事態認定後） 村内でも、武力攻撃が発生したが、国民保護対策本部 ③

設置の指定が閣議決定されていない場合

国民保護対策本部設置の指定の通知を受けた場合 ④

(4) 幹部職員等への連絡手段の確保

村の幹部職員及び国民保護担当職員は、常時、参集時の連絡手段として、携帯電

話、衛星電話等を携行し、電話・メール等による連絡手段を確保する。

(5) 幹部職員等の参集が困難な場合の対応

村の幹部職員及び国民保護担当職員が、交通の途絶、職員の被災などにより参集

が困難な場合等も想定し、あらかじめ、参集予定職員の次席の職員を代替職員とし

て指定しておくなど、事態の状況に応じた職員の参集手段を確保する。

なお、村対策本部長、村対策副本部長の代替職員については、以下のとおりとす

る。

【村対策本部長、村対策副本部長の代替職員】

名称 代替職員 第１順位 代替職員 第２順位 代替職員（第３順位）（ ） （ ）

村 長 副 村 長 教 育 長 総 務 課 長

副 村 長 教 育 長 総 務 課 長

(6) 職員の服務基準

村は、(3)①～④の体制ごとに、参集した職員の行うべき所掌事務を定める。

① 村防災計画による体制

村防災計画の２号動員（各所属の４０％～６０％相当の人員）が参集し、

各班の分掌事務を遂行しつつ、各班との情報の共有化を図る。
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② 村情報連絡室体制

総務課職員が参集し、県・関係機関より危機情報の収集を行い、村準備本

部体制への移行を準備する。

③ 村準備本部及び村対策本部体制

全職員が参集し、各班の分掌事務を遂行する。

(7) 交代要員等の確保

村は、防災に関する体制を活用しつつ、村対策本部を設置した場合においてその

機能が確保されるよう、以下の項目について定める。

○ 交代要員の確保その他職員の配置

○ 食料、燃料等の備蓄

○ 自家発電設備の確保

○ 仮眠設備等の確保 等

３ 消防機関の体制

(1) 消防本部及び消防署における体制

消防本部及び消防署（以下 「消防本部等」という ）は、村における参集基準等、 。

と同様に、消防本部等における初動体制を整備するとともに、職員の参集基準を定

める。その際、村は、消防本部等における２４時間体制の状況を踏まえ、特に初動

時における消防本部等との緊密な連携を図り、一体的な国民保護措置が実施できる

体制を整備する。

(2) 消防団の充実・活性化の推進等

村は、消防団が避難住民等の誘導等に重要な役割を担うことにかんがみ、県と連

携し、地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例の

情報提供、施設及び設備の整備の支援等の取組みを積極的に行い、消防団の充実・

活性化を図る。

また、村は、県と連携し、消防団に対する国民保護措置についての研修を実施す

るとともに、国民保護措置についての訓練に消防団を参加させるよう配慮する。

さらに、村は、消防本部等における参集基準等を参考に、消防団員の参集基準を

定める。
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４ 住民等の権利利益の救済に係る手続等

(1) 住民等の権利利益の迅速な救済

村は、武力攻撃事態等の認定があった場合には、国民保護措置の実施に伴う損失

補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の住民等の権利利益の救済に

係る手続を迅速に処理するため、住民等からの問い合わせに対応するための総合的

な窓口を開設し、手続項目ごとに、担当課を定める。

また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることなどにより、住民等の権利利

益の救済のため迅速に対応する。

【住民等の権利利益の救済に係る手続項目一覧】

損失補償 特定物資の収用に関すること （法第 条第 項）。 81 2

法第 条第 項 特定物資の保管命令に関すること （法第 条第 項）（ ） 。159 1 81 3

土地等の使用に関すること （法第 条）。 82

応急公用負担に関すること （法第 条第 項・ 項）。 113 1 5

損害補償 住民等への協力要請によるもの

（法第 条） （法第 条第 ・ 項、 条第 項、 条第 項、 条第 項）160 70 1 3 80 1 115 1 123 1

不服申立てに関すること （法第 条、 条）。 6 175

訴訟に関すること （法第 条、 条）。 6 175

(2) 住民等の権利利益に関する文書の保存

村は、住民等の権利利益の救済の手続に関連する文書（公用令書の写し、協力の

要請日時、場所、協力者、要請者、内容等を記した書類等）を、村文書管理規程等

の定めるところにより、適切に保存する。また、住民等の権利利益の救済を確実に

行うため、武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、安全な場所に確実

に保管する等の配慮を行う。

村は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続している場

合及び国民保護措置に関して不服申立て又は訴訟が提起されている場合には保存期

間を延長する。
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第２ 関係機関との連携体制の整備

村は、国民保護措置を実施するに当たり、国、県、他の市町村、指定公共機関、
指定地方公共機関その他の関係機関と相互に連携協力することが必要不可欠である
ため、以下のとおり、関係機関との連携体制整備のあり方について定める。

１ 基本的考え方

(1) 防災のための連携体制の活用

村は、武力攻撃事態等への効果的かつ迅速な対処ができるよう、防災のための連

携体制も活用し、関係機関との連携体制を整備する。

特に 村及び消防機関は 武力攻撃が発生した場合 火災・災害等即報要領 昭、 、 、「 」（

和５９年１０月１５日付け消防災第２６７号消防庁長官 （以下「即報要領」とい）

う ）に基づき、県及び総務省消防庁へ報告する。。

(2) 関係機関の計画との整合性の確保

村は、国、県、他の市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の関係機

関の連絡先を把握するとともに、関係機関が作成する国民保護計画及び国民保護業

務計画との整合性の確保を図る。

(3) 関係機関相互の意思疎通

村は、個別の課題に関して関係機関による意見交換の場を設けること等により、

、 。 、関係機関との意思疎通を図り 人的なネットワークを構築する この場合において

村国民保護協議会の部会を活用すること等により、関係機関の積極的な参加が得ら

れるように留意する。

(4) 消防機関との連携

村は、平素から村国民保護計画、武力攻撃災害への対処、避難実施要領のモデル

計画の作成等にあたっては、消防機関やその管理者等と十分な調整を行う。

２ 県との連携

(1) 県の連絡先の把握等

村は、緊急時に連絡すべき県の連絡先及び担当部署（担当部局名、所在地、電話

（ＦＡＸ）番号、メールアドレス等）について把握するとともに、定期的に更新を

行い、国民保護措置の実施の要請等が円滑に実施できるよう、県と必要な連携を図

る。
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(2) 県との情報共有

警報の内容、経路や運送手段等の避難、救援の方法等に関し、県との間で緊密な

情報の共有を図る。

(3) 村国民保護計画の県への協議

村は、県との村国民保護計画の協議を通じて、県の行う国民保護措置と村の行う

国民保護措置との整合性の確保を図る。

(4) 県警察との連携

村長は、自らが管理する道路について、武力攻撃事態において、道路の通行禁止

措置等に関する情報を道路利用者に積極的に提供できるよう、県警察と必要な連携

を図る。

３ 近接市町村との連携

(1) 近接市町村との連携

村は、近接市町村の連絡先、担当部署等に関する最新の情報を常に把握するとと

、 、もに 近接市町村相互の国民保護計画の内容について協議する機会を設けることや

防災に関し締結されている市町村間の相互応援協定等について必要な見直しを行う

こと等により、武力攻撃災害の防御、避難の実施体制、物資及び資材の供給体制等

における近接市町村相互間の連携を図る。

なお、近接市町村の連絡先名簿は資料編に記述する。

(2) 消防機関の連携体制の整備

村は、消防機関の活動が円滑に行われるよう、近接市町村の消防機関との応援体

制の整備を図るとともに、必要により既存の消防応援協定等の見直しを行うこと等

により、消防機関相互の連携を図る。また、消防機関のＮＢＣ対応可能部隊数やＮ

ＢＣ対応資機材の保有状況を相互に把握し、相互応援体制の整備を図る。

なお、消防本部が所有するＮＢＣ資機材一覧は資料編に記述する。

４ 指定公共機関等との連携

(1) 指定公共機関等の連絡先の把握

村は、区域内の指定公共機関等との緊密な連携を図るとともに、指定公共機関等

の連絡先、担当部署等について最新の情報を常に把握しておく。

なお、連絡先名簿は資料編に記述する。

(2）医療機関との連携

村は、事態発生時に医療機関の活動が速やかに行われるよう消防機関とともに、
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災害拠点病院、救命救急センター、医師会等との連絡体制を確認するとともに平素

、 。からの意見交換や訓練を通じて 緊急時の医療ネットワークと広域的な連携を図る

また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう（財）日本中毒情報センター等の

専門的な知見を有する機関との連携に努める。

なお、医療機関名簿は資料編に記述する。

(3) 関係機関との協定の締結等

村は、関係機関から物資及び資材の供給並びに避難住民等の運送などについて必

要な協力が得られるよう、防災のために締結されている協定の見直しを行うなど、

防災に準じた必要な連携体制の整備を図る。

、 、 、また 村は 区域内の事業所における防災対策への取組みに支援を行うとともに

民間企業の有する広範な人的・物的ネットワークとの連携の確保を図る。

なお、現在締結している災害時の物資供給等の協定内容は資料編に記述する。

５ ボランティア団体等に対する支援

(1) 自主防災組織等に対する支援

村は、自主防災組織及び行政区等のリーダー等に対する研修等を通じて国民保護

措置の周知及び自主防災組織等の活性化を推進し、その充実を図るとともに、自主

防災組織等相互間、消防団及び村等との間の連携が図られるよう配慮する。また、

国民保護措置についての訓練の実施を促進し、自主防災組織等が行う消火、救助、

救援等のための施設及び設備の充実を図る。

(2) 自主防災組織以外のボランティア団体等に対する支援

村は、防災のための連携体制を踏まえ、日本赤十字社、社会福祉協議会その他の

ボランティア関係団体等との連携を図り、武力攻撃事態等においてボランティア活

動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図る。
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第３ 通信の確保

村は、武力攻撃事態等において国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、

非常通信体制の整備等による通信の確保が重要であることから、以下のとおり、非常

通信体制の整備等について定める。

(1) 非常通信体制の整備

村は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備、重要通信の確保に関す

る対策の推進を図るものとし、自然災害その他の非常時における通信の円滑な運用

を図ること等を目的として、関係省庁、地方公共団体、主要な電気通信事業者等で

構成された非常通信協議会との連携に十分配慮する。

なお、群馬県非常通信協議会は資料編に記述する。

(2) 非常通信体制の確保

村は、武力攻撃災害発生時においても情報の収集、提供を確実に行うため、情報

伝達ルートの多ルート化や停電等に備えて非常用電源の確保を図るなど、自然災害

時における体制を活用し、情報収集、連絡体制の整備に努める。
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第４ 情報収集・提供等の体制整備

村は、武力攻撃事態等において、国民保護措置に関する情報提供、警報の内容の

通知及び伝達、被災情報の収集・報告、安否情報の収集・整理等を行うため、情報

収集・提供等の体制整備のために必要な事項について、以下のとおり定める。

１ 基本的考え方

(1) 情報収集・提供のための体制の整備

村は、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、被災情報その他の情報等を

収集又は整理し、関係機関及び住民等に対しこれらの情報の提供等を適時かつ適切

に実施するための体制を整備する。

(2) 体制の整備に当たっての留意事項

体制の整備に際しては、防災における体制を踏まえ、効率的な情報の収集、整理

及び提供や、武力攻撃災害により障害が発生した場合の通信の確保に留意する。

また、非常通信体制の確保に当たっては、自然災害時において確保している通信

手段を活用するとともに、以下の事項に十分留意し、その運営・管理、整備等を行

う。

・非常通信設備等の情報通信手段の施設について、非常通信の取扱いや機器の操作の習熟を含めた管理・運
施 用体制の構築を図る。

設 ・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、複数の情報伝達手段の整備（有線・無線系、地上系・衛星
・ 系等による伝送路の多ルート化等 、関連機器装置の二重化等の障害発生時における情報収集体制の整備を図）

設 る。
備 ・無線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携を図る。

面 ・武力攻撃災害時において確実な利用ができるよう、国民保護措置の実施に必要な非常通信設備を定期的に
総点検する。

・夜間・休日の場合等における体制を確保するとともに、平素から情報の収集・連絡体制の整備を図る。
・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、通信輻輳時及び途絶時並びに庁舎への電源供給が絶たれた
場合を想定した、非常用電源を利用した関係機関との実践的通信訓練の実施を図る。

・通信訓練を行うに当たっては、地理的条件や交通事情等を想定し、実施時間や電源の確保等の条件を設定
運 した上で、地域住民への情報の伝達、避難先施設との間の通信の確保等に関する訓練を行うものとし、訓練

終了後に評価を行い、必要に応じ体制等の改善を行う。
用 ・無線通信系の通信輻輳時の混信等の対策に十分留意し、武力攻撃事態等非常時における運用計画を定める

とともに、関係機関との間で携帯電話等の電気通信事業用移動通信及び防災行政無線、消防救急無線等の業
面 務用移動通信を活用した運用方法等についての十分な調整を図る。

・電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等の効果的な活用を図る。
・担当職員の役割・責任の明確化等を図るとともに、職員担当者が被害を受けた場合に備え、円滑に他の職

員が代行できるような体制の構築を図る。
、 、 、 、 、・住民等に情報を提供するに当たっては 防災行政無線 広報車両等を活用するとともに 高齢者 障害者

外国人その他の情報の伝達に際し援護を要する者及びその他通常の手段では情報の入手が困難と考えられる
者に対しても情報を伝達できるよう必要な検討を行い、体制の整備を図る。
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(3) 情報の共有

村は、国民保護措置の実施のため必要な情報の収集、蓄積及び更新に努めるとと

もに、これらの情報が関係機関により円滑に利用されるよう、情報セキュリティー

等に留意しながらデータベース化等に努める。

２ 警報等の伝達に必要な準備

(1) 警報の伝達体制の整備

村は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民等や関係団体への伝達方法

等についてあらかじめ定めておくとともに、住民等や関係団体に伝達方法等の理解

が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。この場合において、民生委員や社会福祉

協議会、国際交流協会等との協力体制を構築するなど、高齢者、障害者、外国人等

に対する伝達に配慮する。

(2) 防災行政無線の整備

村は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要となる同報系そ

の他の防災行政無線の整備を図る。

また、防災行政無線の整備が図られた場合は、緊急地震速報や弾道ミサイル攻撃

情報等といった時間的余裕のない事態が発生した場合に、村の防災行政無線を自動

起動し、住民の方に緊急情報を瞬時に伝達する全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥ

ＲＴ）の整備を図る。

(3) 県警察との連携

村は、武力攻撃事態等において、住民等に対する警報の内容の伝達が的確かつ迅

速に行われるよう、県警察との協力体制を構築する。

(4) 国民保護に係るサイレンの住民への周知

国民保護に係るサイレン音（ 国民保護に係る警報のサイレンについて」平成１「

７年７月６日付消防運第１７号国民保護運用室長通知）については、訓練等の様々

な機会を活用して住民に十分な周知を図る。

(5) 大規模集客施設等に対する警報の伝達のための準備

村は、県から警報の内容の通知を受けたときに村長が迅速に警報の内容の伝達を

行うこととなる区域内に所在する学校、医院、集客施設、集合住宅、官公庁、事業

所その他の多数の者が利用又は居住する施設について、県との役割分担も考慮して

定める。

なお、大規模集客施設等の連絡先は、資料編に記述する。

(6) 民間事業者からの協力の確保

村は、県と連携して、特に昼間人口の多い地域における「共助」の活動の実施が
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期待される民間事業者が、警報の内容の伝達や住民等の避難誘導などを主体的に実

施できるよう、各種の取組みを推進する。

その際、先進的な事業者の取組みをＰＲすること等により、協力が得られやすく

なるような環境の整備に努める。

３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備

(1) 安否情報の種類及び報告様式

村は、避難住民等及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民等の安否情報

に関して、武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報

の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令（以下「安否情報省令」と

いう ）第２条に規定する様式第３号の安否情報報告書の様式により、県に報告す。

る。

なお、安否情報省令様式は資料編に記述する。

【収集・報告すべき情報】

１ 避難住民等（負傷した住民等も同様）

① 氏名（フリガナ含む）

② 出生の年月日

③ 男女の別

④ 住所

⑤ 国籍（日本国籍を有しない者に限る ）。

⑥ ①～⑤のほか、個人を識別するための情報（前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場

合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る ）。

⑦ 現在の居所

⑧ 負傷（疾病）の該当

⑨ 負傷又は疾病の状況

⑩ ⑦から⑨のほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報

⑪ 親族・同居者への回答の希望

⑫ 知人への回答の希望

⑬ 親族・同居者・知人以外の者への回答又は公表の同意

２ 死亡した住民等

（上記①～⑥及び⑩に加えて）

⑭ 死亡の日時、場所及び状況

⑮ 死体の所在

⑯ 親族・同居者・知人以外の者への回答の同意

(2) 安否情報収集のための体制整備

村は、収集した安否情報を円滑に整理、報告及び提供することができるよう、あ

らかじめ、村における安否情報の整理担当者及び安否情報の回答責任者等を定める
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とともに 職員に対し 必要な研修・訓練を行う また 県の安否情報収集体制 担、 、 。 、 （

当の配置や収集方法・収集先等）の確認を行う。

(3) 安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握

村は、安否情報の収集を円滑に行うため、医療機関、諸学校、大規模事業所等安

否情報を保有し、収集に協力を求める可能性のある関係機関について、既存の統計

資料等に基づいてあらかじめ把握する。

４ 被災情報の収集・報告に必要な準備

(1) 情報収集・連絡体制の整備

、 、 、村は 被災情報の収集 整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するため

あらかじめ情報収集・連絡に当たる担当者を定めるとともに、必要な体制の整備を

図る。

【被災情報の報告様式】

年 月 日に発生した○○○による被害（第 報）

平成 年 月 日 時 分

昭和村

１ 武力攻撃災害が発生した日時、場所（又は地域）

発生日時 平成 年 月 日(1)

発生場所 昭和村大字○○△△番地（北緯 度、東経 度）(2)

２ 発生した武力攻撃災害の状況の概要

３ 人的・物的被害状況

人 的 被 害 住 家 被 害 その他

市町村名 死 者 行方 負 傷 者 全壊 半壊

不明者 重傷 軽傷

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )人 人 人 人 棟 棟

※ 可能な場合、死者について、死亡地の市町村名、死亡の年月日、性別、年齢及び死亡時の概況を

一人ずつ記入してください。

市町村名 年月日 性別 年齢 概 況
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(2) 担当者の育成

村は、あらかじめ定められた情報収集・連絡に当たる担当者に対し、情報収集・

連絡に対する正確性の確保等に必要な知識や理解が得られるよう研修や訓練を通じ

担当者の育成に努める。
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第５ 研修及び訓練

村職員は、住民等の生命、身体及び財産を保護する責務を有していることから、
研修を通じて国民保護措置の実施に必要な知識の習得に努めるとともに、実践的な
訓練を通じて武力攻撃事態等における対処能力の向上に努める必要がある。このた
、 、 。め 村における研修及び訓練のあり方について必要な事項を 以下のとおり定める

１ 研修

(1) 研修機関における研修の活用
村は、国民保護の知見を有する職員を育成するため、消防大学校、市町村職員中
央研修所、県自治総合研究センター、県消防学校等の研修機関の研修課程を有効に
活用し、職員の研修機会を確保する。

(2) 職員等の研修機会の確保
村は、職員に対して、国、県等が作成する国民保護に関する教材や資料等も活用
し、多様な方法により研修を行う。
また、県と連携し、消防団員及び自主防災組織のリーダーに対して国民保護措置
に関する研修等を行うとともに、国が作成するビデオ教材や国民保護ポータルサイ
ト、ｅ－ラーニング等も活用するなど多様な方法により研修を行う。

【国民保護ポータルサイト】
http://www.kokuminhogo.go.jp/

【総務省消防庁ホームページ】
http://www.fdma.go.jp/

(3) 外部有識者等による研修
村は、職員等の研修の実施に当たっては、消防職員を活用するほか、県、自衛隊
及び警察の職員、学識経験者等を講師に招くなど外部の人材についても積極的に活
用する。

２ 訓練

(1) 村における訓練の実施

村は、近隣市町村、県、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置につい

ての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ作

成等、既存のノウハウを活用するとともに、県警察、自衛隊等との連携を図る。

(2) 訓練の形態及び項目

訓練を計画するに当たっては、実際に人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基

づいて参加者に意思決定を行わせる図上訓練等、実際の行動及び判断を伴う実践的

な訓練を実施する。
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また、防災訓練における実施項目を参考にしつつ、以下に示す訓練を実施する。

① 村対策本部を迅速に設置するための職員の参集訓練及び村対策本部設置運営訓練

② 警報・避難の指示等の内容の伝達訓練及び被災情報・安否情報に係る情報収集

訓練

③ 避難誘導訓練及び救援訓練

(3) 訓練に当たっての留意事項

① 国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用が可能な項目については、国

民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機的に連携させる。

② 国民保護措置についての訓練の実施においては、住民等の避難誘導や救援等に

当たり、行政区の協力を求めるとともに、特に高齢者、障害者その他特に配慮を

要する者への的確な対応が図られるよう留意する。

③ 訓練実施時は、第三者の参加を求め、客観的な評価を行うとともに、参加者等

から意見を聴取するなど、教訓や課題を明らかにし、村国民保護計画の見直し作

業等に反映する。

④ 村は、行政区、自主防災組織などと連携し、住民に対し広く訓練への参加を呼

びかけ、訓練の普及啓発に資するよう努め、訓練の開催時期、場所等は、住民の

参加が容易となるよう配慮する。

⑤ 村は、県と連携し、学校、病院、大規模集客施設、大規模集合住宅、官公庁、

事業所その他の多数の者が利用又は居住する施設の管理者に対し、火災や地震等

の計画及びマニュアル等に準じて警報の内容の伝達及び避難誘導を適切に行うた

め必要となる訓練の実施を促す。

⑥ 村は、県警察と連携し、避難訓練時における交通規制等の実施について留意す

る。
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第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え

避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備えに関して必要な事

項について、以下のとおり定める。

１ 避難に関する基本的事項

(1) 基礎的資料の収集

村は、迅速に避難住民等の誘導を行うことができるよう、避難施設のリスト等必

要な基礎的資料を準備する。

なお、基礎的資料は資料編に記述する。

(2) 隣接する市との連携の確保

村は、村の区域を越える避難を行う場合に備えて、平素から、隣接する市と想定

される避難経路や相互の支援の在り方等について意見交換を行い、また、訓練を行

うこと等により、緊密な連携を確保する。

(3) 高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮

村は、避難住民等の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難することが困

難な者の避難について、自然災害時への対応として作成している避難支援プランを

活用しつつ、災害時要援護者の避難対策を講じる。

その際、避難誘導時において、防災・福祉関係部局を中心とした横断的な「災害

時要援護者支援班」を迅速に設置できるよう職員の配置に留意する。

(4) 民間事業者からの協力の確保

、 、村は 避難住民等の誘導時における地域の民間事業者の協力の重要性にかんがみ

平素から、これら企業の協力が得られるよう、連携・協力の関係を構築する。

(5) 学校や事業所との連携

村は、学校や大規模な事業所における避難に関して、時間的な余裕がない場合に

おいては、事業所単位により集団で避難することを踏まえて、平素から、各事業所

、 、 。における避難の在り方について 意見交換や避難訓練等を通じて 対応を確認する

２ 避難実施要領のモデルの作成

村は、関係機関（教育委員会など村の各執行機関、消防機関、県、県警察、自衛

隊等）と緊密な意見交換を行いつつ、消防庁が作成するマニュアルを参考に、季節

の別（特に冬期間の避難方法 、昼間人口の存在、混雑や交通渋滞の発生状況等に）
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ついて配慮し、複数の避難実施要領のモデルをあらかじめ作成する。

３ 救援に関する基本的事項

(1) 県との調整

村は、県から救援の一部の事務を当該村において行うこととされた場合や村が県

の行う救援を補助する場合にかんがみて、村の行う救援の活動内容等について、自

然災害時における村の活動状況等を踏まえ、必要な体制を整備する。

(2) 基礎的資料の準備等

村は、県と連携して、救援に関する事務を行うために必要な資料を準備するとと

もに、避難に関する平素の取組みと並行して、関係機関との連携体制を確保する。

なお、基礎的資料は資料編に記述する。

４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等

村は、県と連携して、運送事業者の輸送力の把握や輸送施設に関する情報の把握等

、 。を行うとともに 避難住民等や緊急物資の運送を実施する体制を整備するよう努める

(1) 運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報の把握

村は、県が保有する当該村の区域の輸送に係る運送事業者の輸送力及び輸送施設

に関する情報を共有する。

なお、運送力等の情報は資料編に記述する。

(2) 運送経路の把握等

村は、武力攻撃事態等における避難住民等や緊急物資の運送を円滑に行うため、

県が保有する当該村の区域に係る運送経路の情報を共有する。

(3) 避難手段の調整

村は、避難時の交通手段については、自家用車等の使用は原則として禁止とす

るが、公共交通機関の利便性などの地域特性、避難に要する時間の長さ、避難先

の地域までの距離などを考慮して、やむをえない場合は、使用を認めることとす

る。

このため、村は、地域特性などに合わせた交通手段の確保について、県警察な

どの関係機関と調整する。

また、村は、避難実施要領のモデルを作成する場合は、状況に応じた交通手段

について検討する。
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５ 避難施設の指定への協力

村は、県が行う避難施設の指定に際しては、必要な情報を提供するなど県に協力す

る。

村は、県が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により、県と

共有するとともに、県と連携して住民等に周知する。

６ 生活関連等施設の把握等

(1) 生活関連等施設の把握等

村は、その区域内に所在する生活関連等施設について、県を通じて把握するとと

もに、県との連絡態勢を整備する。

【昭和村内に所在する生活関連等施設の種類及び所管省庁、所管県担当部局】
国民保護 各号 施 設 の 種 類 所管省庁名 所管県担当部局
法施行令
第２７条 ９号 ダム 国土交通省 企 業 局

農林水産省

(2) 村が管理する公共施設等における警戒

村は、その管理に係る公共施設、公共交通機関等について、特に情勢が緊迫して

いる場合等において、必要に応じ、生活関連等施設の対応も参考にして、県の措置

に準じて警戒等の措置を実施する。この場合において、県警察等との連携を図る。
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第３章 物資及び資材の備蓄、整備

村が備蓄、整備する国民保護措置の実施に必要な物資及び資材について、以下の

とおり定める。

１ 村における備蓄

(1) 防災のための備蓄との関係

住民等の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材については、従来の防災の

ために備えた物資や資材と共通するものが多いことから、可能であるものについて

は、原則として、国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねる

、 、 、とともに 武力攻撃事態等において特に必要となる物資及び資材について 備蓄し

又は調達体制を整備する。

(2) 国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材

国民保護措置の実施のため特に必要となる化学防護服や放射線測定装置等の資機

材については、国がその整備や整備の促進に努めることとされ、また、安定ヨウ素

剤や天然痘ワクチン等の特殊な薬品等のうち国において備蓄・調達体制を整備する

ことが合理的と考えられるものについては、国において必要に応じて備蓄・調達体

制の整備等を行うこととされており、村としては、国及び県の整備の状況等も踏ま

え、県と連携しつつ対応する。

(3) 県との連携

、 、村は 国民保護措置のために特に必要となる物資及び資材の備蓄・整備について

県と密接に連携して対応する。

また、武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置に必要な

物資及び資材を調達することができるよう、他の市町村等や事業者等との間で、そ

の供給に関する協定をあらかじめ締結するなど、必要な体制を整備する。

２ 村が管理する施設及び設備の整備及び点検等

(1) 施設及び設備の整備及び点検

村は、国民保護措置の実施も念頭におきながら、その管理する施設及び設備につ

いて、整備し、又は点検する。
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(2) ライフライン施設の機能の確保

村は、その管理する上下水道施設等のライフライン施設について、自然災害に対

する既存の予防措置を活用しつつ、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等

による代替性の確保に努める。

(3) 復旧のための各種資料等の整備等

村は、武力攻撃災害による被害の復旧の的確かつ迅速な実施のため、地籍調査の

、 、成果 不動産登記その他土地及び建物に関する権利関係を証明する資料等について

既存のデータ等を活用しつつ整備し、その適切な保存を図り、及びバックアップ体

制を整備するよう努める。
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第４章 国民保護に関する啓発

武力攻撃災害による被害を最小限化するためには、村民が国民保護に関する正し

い知識を身につけ、武力攻撃事態等において適切に行動する必要があることから、

国民保護に関する啓発や武力攻撃事態等において村民がとるべき行動等に関する啓

発のあり方について必要な事項を、以下のとおり定める。

１ 国民保護措置に関する啓発

(1) 啓発の方法

村は、国及び県と連携しつつ、村民に対し、広報誌、パンフレット、テレビ、イ

ンターネット等の様々な媒体を活用して、国民保護措置の重要性について継続的に

啓発を行うとともに、村民向けの研修会、講演会等を実施する。また、高齢者、障

害者、外国人等に対しては、点字や外国語を使用した広報媒体を使用するなど実態

に応じた方法により啓発を行う。その際、防災の取組みを含め、功労のあった者の

表彰などにより、国民保護に関する村民への浸透を図る。

(2) 防災に関する啓発との連携

村は、啓発の実施に当たっては、防災に関する啓発とも連携し、消防団及び自主

防災組織の特性も活かしながら村民への啓発を行う。

(3) 学校における教育

村教育委員会は、県教育委員会の協力を得て、児童生徒等の安全の確保及び災害

対応能力育成のため、村立学校において、安全教育や自他の生命を尊重する精神、

ボランティア精神の養成等のための教育を行う。

２ 武力攻撃事態等において村民がとるべき行動等に関する啓発

村は、武力攻撃災害の兆候を発見した場合の村長等に対する通報義務、不審物等

を発見した場合の管理者に対する通報等について、啓発資料等を活用して村民への

周知を図る。

また、村は、弾道ミサイル攻撃の場合や地域においてテロが発生した場合などに

村民がとるべき対処についても、国が作成する各種資料（内閣官房作成の「武力攻

撃やテロなどから身を守るために」など）を防災に関する行動マニュアルなどと併

せて活用しながら、村民に対し周知するよう努める。

また、村は、日本赤十字社、県、消防機関などとともに、傷病者の応急手当につ

いて普及に努める。


